
政
令
第
三
百
四
十
三
号

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
、

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
）
若
し
く
は
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ア
ル
カ

ン
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
構
造
が
分
枝
で
あ
つ
て
、
炭
素
数
が
六
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
塩
（
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｈ

ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
」
と
い
う
。
）

第
七
条
の
表
十
一
の
項
下
欄
第
五
号
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
九

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く

一

は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
生
地

は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ

二

金
属
の
加
工
に
使
用
す
る
エ
ッ
チ
ン
グ
剤



ら
の
塩

三

半
導
体
の
製
造
に
使
用
す
る
エ
ッ
チ
ン
グ
剤

四

メ
ッ
キ
用
の
表
面
処
理
剤
及
び
そ
の
調
製
添
加
剤

五

半
導
体
の
製
造
に
使
用
す
る
反
射
防
止
剤

六

半
導
体
用
の
レ
ジ
ス
ト

七

は
つ
水
剤
、
は
つ
油
剤
及
び
繊
維
保
護
剤

八

消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤

九

は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
衣
服

十

は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
床
敷
物

附
則
第
三
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｐ
Ｆ
Ｈ
ｘ
Ｓ
若
し
く
は
そ
の

消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤

異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
表
の
改
正
規
定
及
び



附
則
第
三
項
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。





理

由

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
と
し
て
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
ヘ
キ
サ
ン
―
一

―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
若
し
く
は
そ
の
異
性
体
又
は
こ
れ
ら
の
塩
を
指
定
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


